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はじめに

プラネット物流㈱は平成元年に日用品。化粧品。医薬品メーカーの共局物流をスタ

ートさせて以来、物流活動、すなわち入庫≦保管・出庫・車両積み込み・配送の各段

階において安全で正確。迅速な作業支援のために、関係メーカーの商品の外装表示を

標準化して参りました。

標準化にあたっては、日用品・化粧品・医薬品メーカー10数社で構成される外装表

示専門委員会を開催し、当社流通センター。納入先である卸店・配送事業者それぞれ

の物流現場から生の声を収集し、その実務的な意見を反映させながら表示内容を標準

化すると共に、商品の外装表示マニュアルを作成し徹底を図って参りました。

その成果は、物流識別コードITF-16の業界普及を先導し、また「表示項目」『表

示方法」など標準化した内容の多くが、石鹸洗剤工業会の推奨する外装表示方法に取

り入れられるなど、旨用品・化粧品。医薬品業界商品の外装表示標準化に貢献して参

りました。

しかしながら近年、次のような環境変化で「従来のマニュアルを見直す必要があるI

との声が大きくなって参りました。

（1）ロット管理の要望

PL法の制定から品質管理上必要なロット管理が強く求められ始め、目視で判別で

きるロット記号表示の標準化の必要性が出てきた。

（2）国係標準としてのITF-14の取扱いについて

（財）流通システム開発センターが従来ITF-16の普及に尽力していたことを受

けて、当業界もITF-16を標準とし採用しているが、（財）流通システム開発セン

ターでは1999年1月より国際標準であるITF-14の採用を推進している。

（3）商品記号の表示方法について

現在は『数字6桁までで表示」で統一しているが、参加メーカーから「英数字で8

桁まで」の表承希望が出てきた。

（4）小型化した商品への標準外装表示の困難性

取課単位の小口化などにより商品荷姿が小型化し、印刷面積が狭まり標準化した内

容での外装表示が困難な商品が出てきた。

したがって今回、外装表示専門委員会を再開し、当社の全国4ヶ所の流通センター

の現場から得た情報とメーカー並びに卸店からの意見を基に、上記（1）から（4）

への対応を主として全面約にマニュアルの内容を改訂して、ここに商品の「外装表示

基準書』として新たに定めました。

この「外装表示基準書」が日用品。化粧品。医薬品業界にとどまらず、業界を越え

てご活用。準拠して頂くことで．流通の各段階における更なる生産性の向上、物流品

質の向上に貢献することができれば幸いです。

プラネット物流㈱

外装表示専門委員会
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I.今愛鍾2002&度巌で検討。変更と'た内容

1．新窺菱示漠属

（1）ロット･賞味謝限記号

〔課砦駕蛮慧読欝撫1駕聴灘1
2．変更項員

<1）物流識溺コードITF-14も使滞可とした。

通コードセンターが1999年1月より国際漂準として使用を推奨しているITF

の取扱いにつき｢ITF-14への一斉切り替え｣『ITF-16とITF-14共に使用可』

F-16のみ使用を継続」の3還りの考え方につき、卸、メーカーにおける現状

査し棲討した結果、ITF－16とITF-14は共に使用可とした。

として

在使用されているバーコードスキャナであれば両者とも読み取り可である。

の現場には既に混在している状況であり、致命的な支障は発生していない。

F-14への一斉切り替えは、多大の費用を要す。

F-16に独嵐の情報を付加しているメーカーもある。

流
叫
汀
調
由
現
卸
汀
汀

一
ｒ
を
理
。
・
・
・

(2)ITFコードの表示倍率変更

(:懸潤眺鯛鰯鑑辱篤蹴駕麗，に変墓

（3）「織稜段数』の溌溌

｛必須項目であるケアマークの『-上積み段数制限」と重複表示となる為､訓除。
、

（4）蜜晶記号の表示方法

I静観鯛塚綴薦:撫職鯛引
（5）商品名の表示方法

（業漂統一伝票記載と同じ商品名にする事を基本とした。

－1－



（6）『枠内表示方法§の綴和

f篭霧駕繍綱隙職難藤鵠’

3．検討したが、変更しなかった漠園

（1）棒内表示の順位付け

溌蕊鴬購簿1
物流瑛場での使篤状況講査結果〈表1） 2001．11

一 ○ 一
律

商品記号

品名

規椿

入数

メーカー名
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①

鐙

発
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繭
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一

、 ④ ⑤ @

、 ① 、 ②

9 ④ ⑧ ③

② ② 、 ①

、 ③ ③ ④

繕毒

1｡物流事業者は、ブラネット物流隅

の各事業部が協力物流事業者に§

き取り調査した，

2．卸はアンケートと事務局による訂

閥で認萱した。廷52)2

3.○は当該必須項目を使用していを

ことを示す。尚、○の中の数字は

現場での使用状況が高い頗位をえ
ー

オ
、

口 。



II.認謹表示墓準毎墓毒的考え

1．冨鈎

複数メーカーの商品を迅速≦正確・安全に取扱い、ローコスト・ハイクォリティな物‘

流を達成するためには、取扱う商品の外装に必要な情報がわかりやすく、且つ一定の基

準を持って表示されていることが必要である。

当基準書は､上記の要件を満たすために、物流活動で必要とされる情報の外装表示に

薦する統一的方法を定めるものである。

表示方法の基本は、現場で「考えさせない」『探させない」内容を鼠指している。

Z参承する情認

（1）商品を特定するために必要な精報

業際統一伝票（受発注データ）と商品とを照合し、蕊定された商品を特定する情報。

（2）荷役。保管に必要な構報

入出庫。保管において効率的で安全な活動を誘導する情報。

（3）メーカー独自祷報

猿自荷札など。

3．精報の項貰

外装表示専門委員会で定めた項目一覧

項冨奇

｡ 物流シンボルコード(ITF

商品特員 e 商品記号

の項I ＠ 商品名

＠ 規蕊

6 入り灘

⑥ メーカー急

⑦ ロット“賞味期脹記長

⑧ パレット積み付けパターン

荷役｡像噌 ⑨ 積み付け梱数×段数

の項I ⑲ ケアマーク

⑪ 法規制項眉

独自項目 ⑫ メーカーの荷札なく

－3－

備考

ブラネット物流㈱独自項農

今回新規設鳶

消防法なと



4”外装表示方法の基本

（1）目複で商品を特定するための項菖は葉際統一伝票記載内容と同一内容での

表示を基本とし た。‐

織鵜鴬蝋慈霊駕嬬慨蕊3
(2)JiS鏡柊がある項目は、Jis窺柊に準拠した表示方法を基本とした。

f噸繍蝋雛蕪熱塞弓
（3）冨視で商品を特定するための項目は、太線の枠で麹み外装パッケージの長

面。右上に縦一列に集中表示する事とした。但し、外装の表示面積が少な

い場合は、枠で霞むが必ずしも議一列に蕊中表示しなくとも良いとした。

卸店、物流事業者、

正確。迅速に特定するため

へ

そして当社流通センターの物流現場からの声として、商品を、

ために求められた表示方法は、

副じ場所に表示されていること

重別できるよう強講されていること

罰じ形式。方法であること

D要望を受け、基本的対応を上記内容とした。
南一

①外装パッケージの同

②他の項目と明確に区別できるよう強講されていること

②表示される内容は同じ形式。方法であること

が強く要望された。この要望を受け、基本的対応を上記内容とした。

－4－



胤鈴義麦示項目策定の震崖

1"蕊定までの霞歴

プラネット物流㈱は平成元年に設立され､同年中部事業部と東北事業部がメーカー

6社の参加を得て営業を開始した。闘始早々、参ｶﾛ各社の商品外装表示がまちまちで

ビッキング作業が混乱した。この解決のために同年11月に外装表示専門委員会を設

置し、外装表示の漂準化に取り組んだ。その結果、目視で商品を特定するためのブラ

ネット物流㈱蕊自項冨として「商品記号」を、スキャナーで特定する項目として『ITF

-16」をソースマーキングすることとした。

以後順次、外装表示専汽委員会を窟催し、商品特定項属としての『商品名」『競犠」

『入り数」『メーカー名｣、荷役・保管で必要とされる『パレット積み付けパターン」

「積み付け梱数×段数」「ケアマーク」『法規制項目｣、そして『メーカー独自項目」

に震し、それぞれの表記方法を標準化してきた。

今凝の基準書では、メーカーからのロット管理への要望に対応すべく新項員『ロッ

ト記号」の表示方法を提案した。並びに、環境の変化にあわせて、いくつかの項目に

つき、表示方法等を改訂した。

2“項農溌の履歴（策定した理由）

（1）ロット記号=……斬短項員

市場からの鮮度管理､品質管理の要望を受けてロットでの物流管理が必要とな

ってきたため新鏡に策定した。

偲鯛駕鵜譲良鴬捌紺?ﾗ難ﾂﾄ物羅笥
（2）物流識別コード(ITF-16あるいは《TF-14)

共同物流事業の近代化。自動化。省力化の促進のため、ソースマーキングされ

たITF活用が必須の要件となるとして、ITFを必須項目とした。

①87年1

－ジョ

②表示位

③『必須

④倍率は

⑤ITF-16

0月から3回実施した『物流ｼﾝボﾙ勉強会』の検討結果として､拡張,や、
ン『ITF-16を採用する』ことを決定した。（第2回1989.12.14)

震は長貢『右下』とする。（第5回1990.9.25）

項目』とする。（第6回1990.10.26)

1倍から0.625倍(段ボール)以上とする。（第11回1992.5.7)

に加え、ITF-14の使用も可とした。（第27回2001.11.14)
‐ノ

－5－



<3〉商品記号

冒視で商品を特定するための項目として、誰でもどこでも正確･迅速に商品を特

定できるように、仕様を定めた。

堤認率向上のために『枠を必須とする』（第3画1990.1.25）

②表示する桁数は『6桁まで』とし､6妬を越えるものは枠の左または上に表示する。

尚、『6様まで』としたのは、将来的にITFあるいはJANコードの『商品アイテム

コード5縮十チェツクデジツ卜1携あるいはメーカー独自区分用1桁＝6擬｣で表

示がなされるとの予湧からである（第3回1990.1.25）

文字は『英数字』での表記とするが、誤認しにくい『数字』がより望ましい。

色は暗い倉庫でも識別可能なコントラストに配慮する。（第3回1990．1"25）

表示位置と枠の規定

長蔵の『右上または左上』に3噸×10cm以上の大きさの『枠』を設けて表示する。

『枠』の太さは2．0”から3.0測飛とする。（第4回1990.3.8)

「数字のみ6桁までの表示」から『英数字で8桁までの表示も可」とした。

各メーカーのアイテム増加により保管商品全てがユニークとは限らない状況とな

ったため、並びに「数字のみで表示』のメーカーと『英数で表示」のメーカーの

商品が混在する中で表示方法の違いによる誤ピッキングに差が無いことから、「英

数字で8桁までの表示も可」とした。（第27回2001.1114）〆

③
④
⑤

<4〉商品名

｢商品記号」を使用しないで商品を特定する場合の項目。

を

の

（5）窺繕

『商品名」だけでは商品が特定できない時に参照する填冨。

(蟹剛諭鴬個鵜香り．製禦ｲプｾｯﾄ…画…壷）

－6－



（6）入り数

1樋の入り数。

{業際統一伝票に表示された入り数とする。例えば12×2(第3回19”1.25）
L

（7）メーカー名

｢ﾒー ｶー名または発売元｡本舗名とし､業嬢統一伝票に表示する名称と同一の表示と’
〔する｡(第3回'9”'25）

（8）パレット積み付けパターン

一貫パレチゼーション推進に必要な項目。

、
●
言
Ｉ
霞
篭
罰
ｉ
剛
‐
Ｉ
ｉ
ｌ
副
ｌ
ノ
ノ筆加瀞嘉駕'饗繍鮮総撹

5段）とを

（第10回

（9）稜み付け摺数×段数

(一貫バﾚﾁゼーｼｮﾝ推進に必要な項目として策定｡(第9回'99'ふ231

(10）ケアマーク

該当品にはJIs規搭に準拠して表示する。（例）総積段数など

(洞）法窺識項冨

消防法表示（1990.523施行）など法規制に対応する表示。

(12）荷札誌り位置

メーカーが独自の荷札を鈷付する位置を統一。短面に表示。

－7－



融 表示基準

1．外蕊〈外箱〉パッケージの表示基準

く1）表示方法と内容

①物流識別(ITF)コード（補足3，15～17頁参蕊）

物流識別コードについては、ITF-16あるいはITF-14いずれも可とする。

JISX0502(1994)に準拠し、0.25倍以上で底面より32rani±3ram、右角より19測澱

以上の位置に表示する。但し、無地段ボールに表示する場合は、事前にスキャナで

の読み取り検証をすることを基本とする。

※JISでは段ボールへの直接鄭刷は倍率0.6以上が望ましいとしている。

②商品記号

1商品1記号として、英数字及び「一」「＊」などを含め8綴以内での表示を基本

とする。復し、英字の「I」「ojrs」「Z」は数字と誤認しやすいので、使用し

ないことが望ましい。

③商品名

検品に使用する場合もあるので､業際統一伝票に記載する商品名称での表示を基本

とする。

④規格。容量

g、瓢｜・cc・枚。侭．規格名・香名などの明記を基本とする。

⑤入数

120mdo×12)のように併記することを基本とする。

⑥メーカー名

業際統一伝票に記載する、メーカー名または発売元･本舗名などの表示を基本とす

る。

⑦積み付け擢数×段数

段ボール強度を勘案し、1パレットの面梱数と段数を『A梱×8段」のように表示

することを基本とする。

⑧パレット積み付パターン（祷足5．19頁琴羅）

i.積み付けパターン図の表示を基本とする。また、パターン図表示は、⑦とセット

で表示するのが望ましい。

ii.使用するパレットは、1100×1100(Til型）パレットの使用を基本とする。

⑨ケアマーク〈議足4．18頁参窓）

JISZ0150(2001)に準拠し、『上積み段数制限』などの表示を基本とする。

⑬法的事項（消防法等）

法的規制のある場合は、目立つように必ず表示することを基本とする。

⑪製造ロットNO．裳味期鰻の表示

i・両蔵の物流識溌コード(ITF)の上部に表示することを基本とする。尚、郡字機萎

などの理由によりITFの上部に表示患来ない場合は、汀Fの上部と同等の高さに印

字する事が望ましい。

ii.黒色で、1文字縦lOrara×横Snim以上で表示することを基本とする。

iii.製造ロットNOは英数字20桁以内、賞味期間は数字8綴表示を基本とする。

⑫員擬使用する項冨の枠内表示

上記②～⑥項は、目視使露の重要項目となるため、それぞれ3×10”以上の太

線枠内に表示し、長面右上に集中表示する事を基本とする。ただし、Ep刷する面積

が無い場合は、3×10叩以下でも可とし、また、分割表示も可とする。

－8－



（2）項目の表示位置

◎必須。。・・・指定の面には必ず表示する。

○任意。。。。、印尉可能な場合は表示するのが望ましい。

☆対象品必須．。該麦品には必ず表示する。

※天面。短蔵への表示は、封綴テープの掛からないようにする。

天面
ｱﾙｺーﾙ類(ｴﾀﾉーﾙ)45nil×24

危険等級Ⅱ ②
③震室ごごぎ室シ

3梱×4段＝

鰯『悪霊宗1
3梱×4段

⑨
力5曲PG*唾

梱×4段

資品名（口
ロット記号

③
④
⑤
⑥

ⅧⅧ
短面

卓
①

長蔵

⑫⑧ c

－9－

NO
喧后

表示位置

長届 短置 天艮

① 物流識別コード(ITF) C r、
ーノ

② 商品記号 C ◎

③ 商品名 C ◎

④ 規格・容量 C r、
－ノ

⑤ 入数 C r、
廷ノ

⑥ メーカー霜 C r、
茎ノ

⑦ パレット積み付けパターン ◎

⑧ 積み付け樹数×段数 C ◎

⑨ ケアマーク ☆ ☆ ☆

⑳ 法的記載事項 ☆ ☆

⑰ ロットNO．賞味期砺 ☆

、 荷札貼り位置 r~
連＝



（3）印刷色

表示項目を外装に表示する場合の印刷色は次のとおりとする。

①物流識溌コード(iTF－16あるいはITF-14)

物流識別コードを表示する場合は黒色を基本とするが、紺・濃青。濃茶。あずき・

濃緑でも可とする。但し、スキャナは赤色の光源を使っているので、ピンク。横。

紫・黄などの赤系統の色はスキャナで読み取りは患来ない。また、薄い青，薄い

緑。薄い茶もコントラスト不足のため読み取り不良となるので避ける事が望まし

い。

【参考】

綴エレメント〈バー）幅と最小反射率差(MRD)で表示

細エレメント幅1.016m以下ならMRD37.5%以上

紙エレメント幅1.016mm以上ならMRD20.5%以上

②その他の表示項目

指定の面に必ず表示する必須項目は、ITF同等の色謡にて表示することを基本

とする。

－10…



2、荷合わせ晶外蕊パッケージの表示基準〈補足1．12頁参照）

（1）荷合わせ商品の定義

荷合わせ品とは、内装パッケージを複数個結束した状態で、内装が外装機能を果た

して正窺梱とした商品をいう。

（2）荷合わせ商品の外装パッケージへの表示基準

荷合わせ品の外装パッケージへの表示基準は、「1．外装（外箱）パッケージの表示

基準」に準拠することを基本とする。

（3）荷合わせ商品の外装パツケージヘのiTF表示基準

荷合わせ品の外装パッケージへのITFの表示にあたっては．荷合わせ商品そのも

ののITF表示と、荷合わせ品を切り離して1箱としたときのITFをそれぞれ表

示することを基本する。

<4）荷合わせ品のITF表示方法の基本

内装パッケージの個々のITFを隠し、新規に荷合わせ篤のWFを慾る。

園

①IJISX0502(1994)物流商品コード篇バーコードシンボル解説〕に記載されて

いる内容を原則とする。

②製造上の制約、デザイン上の制約等で上記の様な対応が困難な場合は下記の運

用を標準とする。

側面(畏薗）または棲面(短蔵)に荷合わせITFを表示し、天薗には『分割

ITF』と文言を明示した上で分割ITFを表示する。（補足1.参照）

(個々のITF頴小率は、その材質によるが、スキャナでの読み取りを事前

確認することが望ましい。）

3・爽霜パッケージの表示基準〈補足2．13～14頁参蕊）

内箱パッケージの形態。大きさの多犠牲から『表示項貰』「表示位置」は、任意と

する。また、印刷が困難な内箱の形態(こおいては、シール添儲による対応も可能

とする．

－11－
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誇足託可JIs規格に準拠しての表示が困難な場合の荷合わせ品のITF表示

－12－

分 類 藍
壱一 ‘ 表

二

剣 似

荷
合
わ
せ
品

内装、外装の機能を1

つの包装形態とした

合理化包装

【外装表示も荷合ン

せ品であることを砿

示】

･接着タイプ

"セパレートタイプ

､ラップタイフ

①荷合わせ及び分割を表可

･荷合わ~せ品であることを明示する

"側面(長面)に荷合わせITFを表示霧

、天面に分割ITFを表示

月烹1

I

明示

bも◆毎■■■■■CG令今■宇今亭■■PPp佃守佃5時P■同■cc●G伊巳寺●らか守ら凸自らゅ?令佃?写佃ﾔ■伊P伊P■■牡ひan■●BG血色色色占曲■●■C◆P■?Fや？分宇●固りらqq守や■らやPC凸｡■■■■■■■■CpP

②長蔵に荷合わせITFが表示出易

ない場合は例外とし可

・荷合わせ品である事を明示する

、棲面（短面〉に荷合わせITF

を表示

。天減に分割ITFを表示

『分割ITF』と鯛す

ノカワノ ” 万

荷合わせ品

^irm

荷合わせ品

剛 、 ＃

荷合わせ品了

ある事を表可

荷合わせ

ITFを表司

分割ITI

を表示

広 ん 虚 ﾉ金シ

荷合わせ品で‘

ることを鋼矛

荷合わせITF

を表示



篇足込J内籍の形態溌 表示例
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分鴬 事〈ダ 表
墓
ノ
、 似

紙箱 1ﾍｱﾘｷｯぶ3.入産

ブラシ12．入

材質（白ボール

0．25倍（長減；

2ｵー ﾃ゙ 狐ン3．入I

＜がﾗｽﾄﾙ＞

材質（段ボールケース

0.6倍以上（長面）推蕊

3平（薄）瀧

（高さが低い）

段ボールの場合

0.6倍以上（天衝）推蕊

4ディスプレ〃

ミシン目

表示位置に注意



轟轟f串蔀誰爵痔無駕埼撰…‐
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分慧 事伊 表 可 例

クラスター

バック

1エアゾール

(制汗剤等）

<ミシン目、切り速み等注意I

シュリンク 1エァゾール

または箱入t

または箱入&

2変形

ラベル貼りまたは封入、シール添徹

または形状によりフイルム直印溌も諏能

蕊
《
一
一

）
画

(ラベル貼りまたは封入。シール添付

または台綴、トレー等利用して直鄭識

透り

フイルム

1個装が箱の場合 ラベル貼りまたは封入、シール添付

フイルム印刷も可能

クラフト 1ラッピング

謹罵

(ラベル貼りまたは、シール添付】

JETプリント、プレEPSI、捺Eﾛ方式改良
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議足3物流識溌コード用バーコードシンボル[JISX0502-1994I

(1)ITF-16

1．0倍

4．8

｜
綴
。
。
覇

，
4bS

曇酵一一坊韓

0 10491234512345 ８
－
Ａ
ｌ
ｌ
ｌ
ｉ

ifiL

固定物流識別コードJANコード チェックデジット

－15－

物流識別コート 表示内容

0( JANコードの異なる商品を詰め合わせた輸送包装（混載）を示す

01～01 使用禁止

８
８
８
８
９
８
８

１
２
３
４
５
６
７

一
一
一
一
一
一
一

０
０
０
０
０
０
０

１
２
３
４
５
６
７

同じJANコードの凄晶で入数などの絹違を示す

(7×9＝63通りの選択）

80～88

90～98
リザーブ

9§ アドオン（付加情報）コード（6桁）の追加があることを承？



48

(2） I T F - 1 4

1.0倍

4 ．と 〕吃

1 4 912345123456

パッケージインディケータ(PI)JANコード
（旧名称：物流識別子）

パッケージインディケータ(pi:

チェックデジット

表示内容

← ．

｡同一商品で荷姿が異なる場合（例えばシュリンク色
1～’ 装と段ボール箱

｡内箱と外篭の区別が必要な場名

計量商品鴬

1綴入り商品を集合包装（段ボール）に表示する場合

（3）パッケージインディケータ(PI)とは

パッケージインディケータ(PackageIndicator)とは、ITFコード14桁の先頭に
つけられる1桁の数字で、荷姿（外箱や内箱）の違いを区溌するもの。

従来､物流識溌子と呼んでいたが、1999年1月からパッケージインディケータ(P
！）と名称を変更した。

①パッケージインディケータは、外装段ボール（外箱）にn」を設定する。
「1」から順に設定。

②パッケージインディケータについて、同一商品で内箱と外箱の区別が必要な
場合、（蕊〉流通システム溝発センターは

外箱は‘‘1”

内籍は“2”

を設定することを推奨している。

(財団法人流通システム開発センター発行2001年版バーコードの基礎より引用）

－16－
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<4） ITFの代表的なサイズ(ITF-16)

1，0倍

0．625倍

0．6倍

｜lllllllll
0’35倍

｜||||||||||||||’
0．25倍

※バーコードの高さ倍率0．3

取りの操作溌を考慮して高さ1

25の範5～0．25の範囲のバーコード高さについては、読み

2mm以上を確保することが望ましい。

－17－



講足恋Jケアマーク（包装貨物の荷扱い指示マーク)[JISZ0150-2001.》

この窺格で規定しているマークは、ISO7000による規定に基づいている。

（印刷色は黒、必要に応じて赤・オレンジ。また堆色との色彩を逆にしても良い）

（1）日用品化粧品雑貨業界で使用頻度の高いマーク類

呼び茨 マー少

壊れ物

上

識繍鰯I
水ぬれ防止

上積み段数制賑

上積み禁止

取扱注意

火気厳禁

指示内容

包装貨物の中身は壊れやすい。そのため、蔵

意して取り扱わねばならない‘

※表示位置(2001.2這加）

包装四面すべての左上角近く。

包装貨物の正しい上向き位置を示す‘

※表示位謹遜斑擬溌這茄蕊
包装四画すべての左上角近く。「壊れ物」と

両方の場合は、より角にする。

包装貨物が雨に当たらないようにしなけれ

ばならない。

同一包装貨物を上に積み重ねる場合の最大

積重ね段数を示す。『N」は制限する段数て

ある 0

蕪2”掘軽変毒）

包装貨物を上に積み重ねてはならない。ま

た、包装貨物の上に荷重を加えてはならな

↓、

“”唾蕊這割斑
、韻¥,設〆韻乱韓>段段ざ段段#ぜ、J,段段品品、韻

包装貨物に衝譲を与えないよう、丁寧に取ら

扱うことを示す‘

撚えやすいので火気を近付けてはいけない

ことを示す《

－18－
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誇足5丘パレット専門委員会で漂準化された内容

プラネット物流㈱は平成元年に設立され、一貫パレチゼーションを指向したが、参加メ

ーカーのパレットが千差万別であったため、同年パレット専門委員会を設置し、パレット
に関する標準化を捲進した。〈1989.11.16,1989.12.08）

（1）使用パレット

一貫パレチゼーション推進のため、使用するパレットはJIS規搭で定められた木製平

パレット『T-11R型』(1100mm×1100測瀧×144mm)を漂準として定めた。

<2）パレット荷姿

①ユニットの高さは最大2,200”（パレット高さを含む）とする。復し、2段積みの場合
は同襟に最大1,100mm(パレット高さを含む）とする。

尚、当荷高は車両のカーゴスペースの有効高さから導き出した。

②ユニットの重さは最大1トン以下とする,．

③パレットパターン

基本パターンとして「ﾋ゚ ﾝﾌｫｲー ﾙ」『ダﾌ゙ ﾙﾋ゚ ﾝﾌｫｲー ﾙ」「ﾛｯｸ」「ﾛｯｸ交互列」を優先す
る。

尚、棒霞みパターンは、荷崩れなどから悶題がある。

④パレット平面利用率は85％以上（外周寸法）を目標とする。

－19－
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＜ 参考資料＞、
外装表示に関する鄭臓要鎮を社内関係部署で確認する書類のフォーマット例

外装印刷要領確認書
①(商品名）

(ロゴ添付、指定

③（パターン表示）②（パレットパターン）

蕊⑤（積み段数制限）④（積み付けパターン）

擬× 段

⑥(ITFコード）

⑦（ケアマーク）

浬遜篭蕊霊蕊謹(印刷ﾏー ｸにO)
⑧（記載事項）

(注意事項他）

－20－
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¥.外装表示専門委員会(第1画～第2711)参加企業

ジョンソン株式会社

メーカー（あいうえお順）

青い鳥物流株式会社

エステー化学株式会社

員印株式会社

カネボウ株式会社

牛乳石鹸共進社株式会社

呉羽化学工業株式会社

サンスター株式会社

ジョンソン株式会社

ジョンソン。エンド・ジ

大日本除虫菊株式会社

株式会社ツムラ

株式会社ネビア

株式会社日本香堂

ニッサン石鹸株式会社

日本リーバ株式会社

ビジョン株式会社

ホーユー妹式会社

株式会社マンダム

ユニ。チャーム株式会社

ライオン株式会社

2オブザーバー

様式会社プラネット

3，事務局

プラネット物流妹式会社

〒108－0022

東京都港区海岸3－26－1

電話03－3798－143

通独XO3-3798-143

431

436

パーク芝浦12階

＝完、
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